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２０１１年度 第一級公認審判員講習会実習受講者を下記の通り決定いたします。 
 募集定員１０名に対し、１８名の応募がありました。講習会を有効に実施するためには一定の人数内と
する必要があり、 第一級審判員講習会受講者としてふさわしい審判・運営実績を第二級審判時代にもっ
ておられるか、執務大会と担当部署等を総合的に勘案して受講対象者を決定いたしました。第一級審判員
は「競技会の企画，運営ならびに審判ができる練達堪能なる技術と識見をもった者とする」とされていま
す。第一級審判資格取得後は、全国大会のチーフコミッセールをつとめる立場を期待されることから、第
二級審判員時代に地方大会のチーフコミッセールの経験を積んでおくことが望まれます。受講者各位にお
かれましては、今後ともそのような経験を積まれることを期待いたします。また、実務実績が特定のポジ
ション、とくに総務・立哨員等の直接審判にかかわらない分野に偏らず実績を積まれるよう心がけていた
だきたく存じます。 
 今後とも、本連盟関連事業の実施にあたり、より有能かつ経験豊富な審判員の養成に、当事者の努力と
各方面からのご支援をお願いいたします。なおこれは、受講資格者の発表であって、受講者が資格取得可
能であることをお約束するものではありません。 
 
 

第１級公認審判員講習会実習 受講者一覧 
 

        実習受講大会 
                        全国都道府県対抗  イ ン カ レ 
    １）藤 田 克 市 ５４（岩  手）             ● 

２）小野口 裕 朗 ５１（栃  木）     ●          
３）愛 場 政 広 ５３（東  京）     ●         
４）岡和田 真 治 ４９（東  京）          ●          
５）伊 藤 清 朗 ４４（長  野）       ● 

 ６）野 村   隆 ５５（愛  知）     ●         
 ７）佐 藤 英 二 ４７（愛  知）     ●         
８）炭 竃 純 一 ３０（岐  阜）        ● 
９）荒 瀬 琢 也 ５２（大  阪）        ● 

   １０）原 田 則 夫 ５３（ＪＰＣＡ）        ● 
 

以 上 
  
参考：JCF規則 
第３章 公認審判員の資格と種類 
（公認審判員の資格と競技別種類） 
第１３条 本連盟の公認審判員資格は名誉審判員，第１級公認審判員，第２級公認審判員および 
第３級公認審判員とする． 
① 第１級公認審判員は，競技会の企画，運営ならびに審判ができる練達堪能なる技術と 
識見をもった者とする． 
② 第２級公認審判員は，競技会の運営ならびに審判ができる識見と熟練した技術をもった 
者とする． 
③ 第３級公認審判員は，競技会の審判ができる技術を持った者とする． 
④ 特例として，限定審判員を設けることができる．限定審判員については別に定める． 
 
       


